


保険料の網めかた 令和6年6月1日から入院時の食事代が変わります

1保険料の納付は便利な
“

口座振替
”

で
［問い合わせ先 I 国保収納係 l

毎月の口座振替日に、口座から自動的に納めることができます。納め忘れの心配がありません。とても便利で安心な
納付方法です。
＜手続き＞

①Web口座振替受付サービスからの申し込み
区役所や金融機関に出向かずに、自宅などから簡単に口座振替の手続きができます。

こちらから アクセスしてください→

1入院中の食事代の減額
［問い合わせ先l国保給付孫］

令和6年6月1日から入院中の食事代は、1 食あたり定額490 円（令和6年5月31日までは460円）の自己負担となり
ます（食事療養費標準負担額）。

住民税非課税世帯の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院の際に保険証
などと一 緒に医療機関に提示することで、入院中の食事代が下表のとおり減額されます。詳しくは、「国保のてびき
（令和6年度保存版）」P35をご覧ください。

■入院中の食事代

②ペイジ一口座振替受付サービスからの申し込み
次の金融機関をご利用の方は、キャッシュカードだけで区役所、区民事務所の窓口で口座振替の手続きができます。
・みずほ銀行 ・三菱UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・りそな銀行 ・西武信用金庫 ・ゆうちょ銀行

③口座振替依頼書で申し込み
・窓口で…

通帳、通帳届出印、保険証をお持ちになって、区内金融機関の窓口か区役所、区民事務所の窓口でお手続きください。
・郵送で…

国保収納係にご連絡いただければ口座振替依頼書と返信用封筒を郵送します。なお、口座振替依頼書は杉並区の
ホームページからもダウンロ ードできます（ゆうちょ銀行を除く）。

口座振替の開始時期
①は最短で当月から開始されます。②は最短で翌月から開始されます。③は開始までに2か月程度かかります。いずれも
口座振替を開始する月の中旬までに「口座振替の手続き完了のお知らせ」を郵送します。

令和6年5月31日まで 令和6年6月 1 日から

住民税課税世帯 460円※ 1 490円※1

過去1年間の入院が90日まで 210円 230円

住民税 過去1年間の入院が91日目以降の申請日から
160円 180円

非課税世帯 (「2 長期入院時の食事代減額」をご覧ください）
70歳以上で低所得 I の方※2 100円 110円

※1 指定難病及び小児慢性特定疾患の方は280円(令和6年5月31日までは260円)、平成28年3月31日時点で1年

以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している方については260円です。

※2 低所得I•••世帯主と世帯の国保加入者（被保険者）全員が住民税非課税で、各人の公的年金収入が80万円以下かつその他の
所得がない方。

2納付書での納付

月々納めていただく1年分の納付書を6月に郵送します。下表の納付場所で、納付書を提示して納めてください。なお、
口座振替の方、令和5年度から年金引落を継続されている方へは送付いたしません。
＜納付場所＞

銀行等 銀行、信用金庫、信用組合などの杉並区指定金融機関•特別区公金収納取扱店
郵便局 ゆうちょ銀行及び郵便局
区役所 杉並区役所保健福祉部国保年金課、区内各区民事務所

セブン—イレブン、デイリ ーヤマザキ、ニュ ーヤマザキデイリ ーストア、ファミリ ーマート、ポプラグループ、ミニ
コンビニエンス ストップ、ロ ーソン、MMK設置店New Days（一部店舗を除く。）等 (50音順、 アルファベット順、 令和6年4月現在）

ストア等 ※コンビニエンスストア等での納付には、バーコ ードが印字された納付書をご利用ください (1 枚で30万円を超える
納付書は、使用できません）。

2長期入院時の食事代減額

住民税非課税世帯の方（低所得 I を除く）が非課税世帯として90日を超える入院をしたとき、入院91日目以降の
申請日から食事代が減額になります。該当する方はお早めに申請手続きをしてください。

医療費を大切に使いましょう

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を利用しましょう 1 問い合わせ先 I 国保給付係I

3クレジットカードでの納付

※手数料がかかります。

璽
4スマートフォン決済アプリでの納付

利用可能なアプリ
※各アプリの利用方法はホームページをご覧ください。
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詳しくは↑

詳しくは↑

インタ ー ネットバン

キング・モバイルバン

キング・銀行ATM で

納付できます。

霞

ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含
み、同等の効能・効果をもつ医薬品のことです。新薬と効き目や安全性は同等ですが値段が安く、患者さんの自己負
担が軽減され、医療費全体の節約につながります。

※ご利用の際は主治医に必ず相談の上服用するようにしてください。

自分の健康は自分で守りましょう（セルフメデイケーション） l 問い合わせ先 l 医療費適正1日面[

ペイジ一

ホ ームペ ージ

セルフメディケーションは、世界保健機関 (WHO) において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な
身体の不調は自分で手当てする」と定義されています。例えば、OTC医薬品（市販薬）の使用、栄養の
あるものを食べて十分休憩をとる等です。

OTC医薬品を購入した場合は所得控除の対象となります。詳しくは、厚生労慟省のホ ー ムペ ー ジ
「セルフメディケーション税制（特定の医薬品購入額の所得控除制度）について」をご覧ください。

ポリファーマシーを防ぎましょう I 問い合わせ先 I 医療費適正化担当 I
ポリファーマシーとは、単に薬が多いことではなく、必要以上に薬が多いことによって、からだに副作用

が起こってしまうことや、薬の飲み間違え等きちんと薬が飲めなくなっている状態のことをいいます。
ポリファ ーマシーを防ぐには、お薬手帳の活用や、かかりつけ薬局（薬剤師）を持つことが効果的です。
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